
 

大阪市立幼稚園一時預かり事業実施要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 本要綱は、「一時預かり事業の実施について」（令和 6年 3月 30日 5文科

初第 2592号、こ成保第 191号文部科学省初等中等教育局長、こども家庭庁成育

局長通知）の別紙「一時預かり事業実施要綱」（以下、「国要綱」という。）に基

づき、大阪市立幼稚園（以下、「幼稚園」という。）において実施する子ども・子

育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 59 条第 10 号に掲げる事業の幼稚園型

（以下「本事業」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

（実施日及び実施時間） 

第２条 実施日は、月曜日から金曜日を基準とする。 

２ 実施時間は、幼稚園課業日においては、教育時間終了後から午後５時までとし、

夏季・冬季・春季休業日においては午前９時から午後５時までを基準とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、幼稚園長が必要と認めるときは、教育委員会事務局

と協議の上、実施時間を変更することができる。 

（休業日） 

第３条 休業日は次に掲げる日とする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

(3) 12月 29日から翌年 1月 3日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、幼稚園長が必要と認めるときは、臨時に休業日を設

けることができる。 

３ 前２項に規定する休業日のほか、本事業を利用する園児がいない場合は、その

日を休業日とすることができる。 

４ 第２項の規定により休業日を設定する場合は、第１号様式により事前に教育長

に届け出るものとする。 

（対象） 

第４条 本事業を実施する当該幼稚園に在籍し、家庭での保育・教育が困難である

幼児とする。 

２ 在籍する幼稚園（以下、「在籍園」という。）が第３条第２項に規定する休業日

であり、かつ本事業の利用を希望する場合は、幼稚園課業日を除き、在籍園の園
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長が指定する他の幼稚園（以下、「指定園」という。）において、在籍園の園長が

指定する日に限り、当該幼児を対象とすることができる。 

（職員配置） 

第５条 本事業にかかる職員配置については、国要綱に定めるほか、次のとおりと

する。 

(1) 幼稚園長が定めた期日（以下「基準日」とする。）までに利用申込があった幼

児の人数により本事業の職員（「以下「一時預かり指導員」という。」の配置数（以

下「配置予定数」とする。）を決定する。ただし、特別な事情がある場合はこの

限りではない。 

(2) 国要綱に定める基準に基づく配置職員とは別に、個別対応が必要な障がい児

等に対する介助等を担う職員（以下「介助指導員」という。）を配置する。なお、

介助指導員の配置にあたっては本事業の参加人数その他、各幼稚園の実情に合

わせ、教育委員会事務局が配置時間数を決定する。 

２ 利用当日に申込取消があった場合は、配置予定数の減員は行わない。 

３ 特別な事情により、配置予定数の増減を行う場合には、幼稚園の職員（幼稚園

教諭普通免許状又は保育士資格を有するもの）の支援のもと安全性が図られると

認められる範囲内において、教育委員会事務局と協議の上、幼稚園が配置数を決

定するものとする。 

（利用手続き） 

第６条 本事業の利用を希望する第４条第１項に定める幼児の保護者は、第２号様

式により利用開始希望日の属する月の前月末日までに在籍園の園長に対し登録

手続きを行わなければならない。ただし、在籍園の園長が認めた場合はこの限り

ではない。 

２ 本事業の利用を希望する第４条第２項に定める幼児の保護者は、第３号様式に

より利用開始日の属する月の前月末日までに、在籍園の園長を通じて指定園の園

長に対し登録手続きを行わなければならない。ただし、指定園の園長が認めた場

合はこの限りではない。 

３ 幼稚園長は、第１項または第２項の利用登録申請を受理し、登録を許可したと

きは、当該許可を受けた者（以下、「登録保護者」という。）に対して、第４号様

式の登録許可書を交付するものとする。 

４ 登録希望者が本事業を利用するときは、利用日までに書面により、利用する幼

稚園の園長に対し利用申込を行うものとする。ただし、基準日以降の利用申込み

は、前条第１項第１号に基づき定めた配置予定数で対応できる場合に限り受け付
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けるものとする。 

５ 大阪市立学校の授業料等及び幼稚園の使用料に関する条例施行規則第９条第

５項の規定に基づき、幼稚園長が本事業の利用を中止したときは、その処分以前

にその者が行った利用申込を取り消すものとする。 

６ 前項の場合において、その処分以降のその者からの利用申込は、幼稚園長が当

該処分を解除した日以降に受け付けるものとする。 

（実費徴収） 

第７条 幼稚園長は、教育委員会事務局と協議の上、本事業の利用において必要な

物品等の実費を徴収することができる。 

２ 前項の規定により実費徴収する場合は、その管理・執行にあたっては学校徴収

金会計基準（以下、「会計基準」という。）の規定を準用し、市公金会計、学校徴

収金、その他会計とは別の預金口座において管理する。ただし、会計基準に依り

がたい場合は教育委員会事務局と協議するものとする。 

３ 実費を徴収する場合は、保護者に説明のうえ同意を得なければならない。 

（補助執行） 

第８条 こども青少年局の職員をして本事業の事務を補助執行させることとした

場合においては、この要綱中「教育委員会事務局」とあるのは「こども青少年局」

と読み替えるものとする。 

２ 前項の場合において、第３条の規定中「教育長」とあるのは「こども青少年局

長」と読み替えるものとする。 

（実施の細目） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要綱は平成 28年１月７日から施行する。 

（準備行為） 

第２条 第６条に定める利用手続き及びこれに関し必要な手続その他の行為は、こ

の要綱の施行前においても同条の規定の例により行うことができる。 

 （第５条第１号関係） 

第３条 平成 29年３月 31日までの間に限り、一時預かり指導員には、「子育て支

援員研修事業の実施について」（雇児発 0521第 18号厚生労働省雇用均等・児童

家庭局長通知）の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」に基づき市町村が実施

する研修を受講中または受講予定等の修了見込者を含むものとする。 
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   附 則 

この要綱は平成 28年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は平成 31年４月１日から施行し、平成 31年４月１日より適用する。 
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（第１号様式） 

  年  月  日 

 

教 育 長  様 

 

 

 

大阪市立  幼稚園長    

 

 

 

一時預かり事業の休業日について 

 

 

大阪市立幼稚園一時預かり事業実施要綱第３条第４項の規定により、下記の

とおり休業日を設けるので届け出ます。 

 

記 

 

１ 休業日 

 

       年   月   日 

 

２ 該当学年 

 

 

３ 理 由 

 

 

４ 備 考 

 

 

  

 

公 印 
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（第２号様式） 

 

大阪市立幼稚園一時預かり事業利用登録申請書 

 

登録を希望するこども ※確認欄 

在籍する 

幼稚園名 

 

（ふりがな） 

名   前 

 歳児･クラス  

入園年月    年   月 

利用希望開始日    年   月   日 ～ 

利用時間中の連絡先および利用時の送迎等 

①名 前     続柄［   ］ 送迎 （登園・降園・緊急時のみ） 

連絡先  （自宅・携帯・勤務先等） 

②名 前     続柄［   ］ 送迎 （登園・降園・緊急時のみ） 

連絡先  （自宅・携帯・勤務先等） 

③名 前     続柄［   ］ 送迎 （登園・降園・緊急時のみ） 

連絡先  （自宅・携帯・勤務先等） 

登録が必要な理由等 

 

 

大阪市立     幼稚園長 あて 

   

利用にあたり一時預かり事業にかかる事項の説明を受け、承諾したので、上記のとおり、

利用登録を申請します。なお緊急時は、入園にあたり幼稚園へ提出している届出書類等に記

載する連絡先に連絡しても差し支えありません。 

  

   年   月   日 

 

保護者名（自署）                 
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（第３号様式） 

 

大阪市立幼稚園一時預かり事業指定園利用登録申請書 

 

登録を希望するこども ※確認欄（既登録園） 

在籍する 

幼稚園名 

 

（ふりがな） 

名   前 

 歳児･クラス  

入園年月    年   月 

利用希望日 

または期間 
   年   月   日 ～    年   月   日 

利用希望 

指定幼稚園名 
 

利用時間中の連絡先および利用時の送迎等 ※在籍園での利用と異なる場合 

 

 

 

（指定園）大阪市立 ○○○ 幼稚園長 あて 

   

利用にあたり一時預かり事業の指定園利用にかかる事項の説明を受け、承諾したので、上

記のとおり指定園利用登録を申請します。なお在籍園に提出した「一時預かり事業利用登録

申請書」の記載事項について閲覧することに同意します。また緊急時は、在籍幼稚園入園に

あたり提出している届出書類等に記載する連絡先に連絡しても差し支えありません。 

  

 

   年   月   日 

 

 

 

保護者名（自署）                 
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（第４号様式） 

 

 

大阪市立幼稚園一時預かり事業利用登録通知書 

 

年   月  日 

             様 

 

 

大阪市立     幼稚園長      

 

    

   年  月  日付申請について、次のとおり許可したので通知します。 

 

 

記 

 

  １ こどもの名前 

  ２ 利用開始日       年  月  日 

   

 

 

【留意事項】 

  １ 費用は次のとおりです。 

     課業中 1 日 400 円 

     長期休業中 9 時から 13 時までの間の利用 400 円 

           9 時から 15 時までの間の利用 600 円 

           9 時から 17 時までの間の利用 800 円 

利用日以降の指定期間中にお支払いください。 

費用について最終納期限までにお支払がなく未納が一定期間続きますと、利用で

きなくなることがあります。（最終納期限 利用日の翌月 15 日） 

  ２ 利用には事前申込が必要です。利用予定日に事情により欠席することとなった場

合の費用負担はありませんが、必ず幼稚園にご連絡ください。 

  ３ 事前申込のキャンセルや連絡なく欠席されることが多い場合、利用を制限させて

いただくことがあります。 

 

 

 

公 印 
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